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消費者庁 第 4 回食品表示一元化検討会 
日本生活協同組合連合会 

安全政策推進室 
鬼武 一夫 

 

 

議題 3 食品表示の適用範囲に関して（資料 2） 

・ 議論を明確にするために、「食品表示の適用範囲」でなく、「食品表示新法が適用される

範囲」とすべきである。 

・ 「食品表示新法の適用範囲」には様々な側面がある。まず、対象となる食品の範囲であ

る。即ち新たな法律が適用されるのは、医薬品を除くすべての食品であるのか。医薬品

を除くすべての食品であるとすると、酒類も含まれる。現在の 3 つの法律が直接係わっ

ている食品であるのか（前回提案のあった特別用途食品はどうする）。 

・ 次に、どのような食品に食品表示新法が適用されるのかである。対象とする食品は、事

前包装食品（prepackaged food）に限るのか、それとも外食を含め、消費者に提供され

るすべての食品であるのか。 

・ また更に、どのような業種・業態に食品表示新法が適用されるのかである。レストラン、

ラーメン屋、屋台、焼き芋屋等で提供される食品・料理を含めるのか。現在日本各地で

行われている B 級グルメのイベントで提供される食べ物は対象になるのか。 

・ その他、事業規模の大小を問わず、すべての事業者を対象とするのか。 

 

これらについて基本的な議論が必要である。 

このような重要な議論が実施されていないにもかかわらず、外食、量り売り食品、インス

トア加工の食品、インターネットで販売される食品について突出して議論するのは、困難

思われる。 

例えば、事前包装食品（prepackaged food）についての定義や範囲を明確にしなければな

らない。この関係で、インストア加工の食品は、事前包装食品（prepackaged food）であ

るのかどうか等について議論すべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

鬼武委員提供資料２ 



食品ごとの表示事項 

*1；加熱加工用は、採卵日または包装日を記載することができる 

*2；生食用は採取された海域または湖沼を表示する 

*3；特定商品で容器包装に入れられたものは、販売業者の氏名または名称および住所 

法律名 食品衛生法(容器包装に入れられたものに限る) JAS 法 公正競争規約 

区分 

生鮮食品 加工食品 生鮮食品 

(殻付きの食用

鳥卵も対象) 

食肉 シアン化合物を

含有する豆類 

鶏の卵 

(殻付き)

かんきつ類、

バナナ 

切り身又はむき身

にした鮮魚介類 
食肉 生かき 

名称(品名) ● (省略可) ● ● ● ● ● ● 

製造者等(輸入業者)の氏名

または名称および所在地 
● 

採卵又は

選別者 
(省略可) ● ● ● (*3) 

(容器包装に入

れられたもの) 

消費期限または賞味期限 輸入年月日 ●*1 (省略可) ● ● ●  
(容器包装に入

れられたもの) 

保存方法  

生食用は

10℃以下

保存の旨

(定めていな

い場合不要)
● ● ●  

(容器包装に入

れられたもの) 

使用方法 ●    ●    

添加物 ● ● 
(防かび剤 

・防ばい剤)
● ● ●   

内容量       
(特定商品の容

器包装入り) 
● 

原産地(国)      ●*2 ● ● 

生食用であるかないかの別    ●  ●   

冷凍に関する事項        ● 

販売価格        ● 

その他  ●   ● ● 
水産物、 

玄米及び精米 
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≪野菜・果物≫ 

 

野菜・果物 

バラ売り 
丸ごと（単に切断・冷凍したものを含む） 名称、原産地 

カット異種混合 義務表示なし 

容器包装入り 

丸ごと（単に切断・冷凍したものを含む） 名称、原産地 

カット異種混合 

店内加工 義務表示なし 

店外加工（加工食品扱い）
名称、原材料、添加物、期限表示、保存方法、

内容量、製造者(名称および住所) 

 

かんきつ類・

バナナ 

 

バラ売り 
丸ごと（単に切断・冷凍したものを含む） 名称、原産地、（防かび剤・防ばい剤） 

カット異種混合 義務表示なし 

容器包装入り 

 

丸ごと（単に切断・冷凍したものを含む） 名称、原産地、(期限表示、製造者名等省略可) 

カット異種混合 

店内加工 
名称、原産地、添加物、保存方法、期限表示、

製造者(名称および住所) 

店外加工（加工食品扱い）
名称、原材料、添加物、期限表示、保存方法、

内容量、製造者(名称および住所) 

 

その他表示；遺伝子組み換え農産物、放射線照射のばれいしょ 
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≪食肉・鶏卵≫ 

 

食肉 

対面販売 
カット単品、カット同種混合 

名称(食肉の種類)、原産地、 

牛の個体識別番号または荷口番号 

〔公競規〕部位、100ｇあたりの単価、冷凍・

解凍の場合はその表示 

カット異種混合 義務表示なし 

容器包装入り 

 

カット単品、カット同種混合 

名称(食肉の種類)、原産地、内容量、期限表

示、使用方法、保存方法、加工者(名称および

住所)、冷凍、牛の個体識別番号または荷口番

号 

〔公競規〕部位、100ｇあたりの単価および

販売価格 

カット異種混合 

店内加工 

名称(食肉の種類)、原産地、内容量、期限表

示、使用方法、保存方法、加工者(名称および

住所)、牛の個体識別番号または荷口番号 

〔公競規〕部位、100ｇあたりの単価および

販売価格 

店外加工 

名称(食肉の種類)、原産地、内容量、期限表

示、使用方法、保存方法、加工者(名称および

住所)、牛の個体識別番号または荷口番号 

〔公競規〕部位、100ｇあたりの単価および

販売価格 

 

鶏卵 バラ売り 名称、原産地 

容器包装入り 

 

名称、原産地、期限表示、保存方法、使用方

法、採卵または選別包装者(名称および住所) 
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≪水産物≫ 

ラウンド 

バラ売り 名称、原産地、養殖、解凍 

容器包装入り 
名称、原産地、内容量(特定商品)、養殖、解

凍、 

切り身むき身

（加熱用） 

バラ売り 
カット単品、カット同種混合 名称、原産地、養殖、解凍 

カット異種混合 義務表示なし 

容器包装入り 

 

カット単品、カット同種混合 

店内加工 
名称、原産地、添加物、期限表示、保存方法、

加工者(名称および住所)、養殖、解凍 

店外加工 

名称、原産地、添加物、期限表示、保存方法、

内容量(特定商品)、加工者(名称および住所)、

養殖、解凍 

カット異種混合 

店内加工 
名称、添加物、期限表示、保存方法、加工者(名

称および住所)、養殖、解凍 

店外加工 

名称、添加物、期限表示、保存方法、内容量(特

定商品)、加工者(名称および住所)、養殖、解

凍 

切り身むき身

(生食/刺身用)

 

バラ売り カット単品、カット同種混合 名称、原産地、養殖、解凍 

容器包装入り 

 

カット単品、カット同種混合 

店内加工 

名称、原産地、添加物、期限表示、保存方法、

加工者(名称および住所)、養殖、解凍、生食

用(刺身用) 

店外加工 

名称、原産地、添加物、期限表示、保存方法、

内容量(特定商品)、加工者(名称および住所)、

養殖、解凍、生食用(刺身用) 

カット異種混合 

店内加工 
名称、添加物、期限表示、保存方法、加工者(名

称および住所)、養殖、解凍、生食用(刺身用) 

店外加工 

名称、添加物、期限表示、保存方法、内容量(特

定商品)、加工者(名称および住所)、養殖、解

凍、生食用(刺身用) 

5 



≪水産物（生かき／ゆでカニ）≫ 

 

生かき 

バラ売り 名称、原産地、解凍 

容器包装入り 

 

生食用 

店内加工 
名称、採取海域、添加物、期限表示、保存方

法、加工者(名称および住所)、生食用 

店外加工 

名称、採取海域、添加物、期限表示、保存方

法、内容量、加工者(名称および住所)、生食

用、解凍 

加熱用 

店内加工 
名称、原産地、添加物、期限表示、保存方法、

加工者(名称および住所)、加熱用 

店外加工 

名称、原産地、添加物、期限表示、保存方法、

内容量、加工者(名称および住所)、加熱用、

解凍 

 

ゆでカニ 

バラ売り 義務表示なし 

容器包装入り  

店内加工 
名称、添加物、期限表示、保存方法、加熱の

必要性、製造者(名称および住所) 

店外加工 
名称、原産地、添加物、期限表示、保存方法、

加熱の必要性、製造者(名称および住所) 
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